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巻末5 港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示
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三　材料の特性、環境作用の影響等を考慮して、材料を選定するとともに、その物性値を適切に設定すること。

　（設計における施工及び維持への配慮）
第 四条　技術基準対象施設の設計に当たっては、施工及び維持を適切に行えるよう、必要な措置を講ずるも
のとする。

　　　　第二節　自然状況等の設定

　（自然状況等の設定）
第 五条　当該施設が置かれる諸条件の設定に関し省令第六条の告示で定める事項は、次条から第二十条まで
に定めるとおりとする。

　　　　　第一款　風に関する事項
　（風）
第 六条　風については、性能規定及び性能照査で考慮する一の作用又は二以上の作用の組合せの状態に応じて、
次の各号に定める方法により設定するものとする。
一 　波浪及び高潮の推算に用いる洋上における風については、気象の長期間の実測値又は推算値をもとに、
気象の状況及び将来の見通しを勘案して、風速、風向等を適切に設定するものとする。

二 　風圧力の算定に用いる風については、風の長期間の実測値又は推算値をもとに、統計的解析等により
再現期間に対応した風速及び風向を適切に設定するものとする。

三 　風のエネルギーの算定に用いる風については、風の長期間の実測値又は推算値をもとに、一定期間に
おける風速及び風向の相関頻度分布を適切に設定するものとする。

　　　　　第二款　潮位に関する事項
　（潮位）
第 七条　潮位は、実測値又は推算値をもとに、天文潮及び気象潮、波浪による水位上昇並びに津波等による
異常潮位を考慮し、気象の状況及び将来の見通しを勘案して、統計的解析等により、港湾管理用基準面か
らの水位を適切に設定するものとする。

　　　　　第三款　波に関する事項
　（波浪）
第 八条　波浪については、性能規定及び性能照査で考慮する一の作用又は二以上の作用の組合せの状態に応
じて、次の各号に定める方法により設定するものとする。
一 　施設の安定性、構造部材の断面の破壊（疲労によるものを除く。）等の照査に用いる波浪については、
長期間の実測値又は推算値をもとに、気象の状況及び将来の見通しを勘案して、統計的解析等により再
現期間に対応した波浪の波高、周期及び波向を適切に設定するものとする。
二 　構造部材に関する施設の機能の確保及び疲労による断面の破壊の照査に用いる波浪については、長期
間の実測値又は推算値をもとに、統計的解析により設計供用期間中に高頻度で発生する波浪の波高、周期、
波向等を適切に設定するものとする。

三 　静穏度の照査に用いる波浪については、長期間の実測値又は推算値をもとに、一定期間の波浪の波高、
周期及び波向の相関頻度分布を適切に設定するものとする。

　（設計津波）
第九条　設計津波については、既往の津波記録又は数値解析をもとに、津波高さ等を適切に設定するものとする。


